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【
源
泉
徴
収
票
が
送
付
さ
れ
ま
す
】

　
１
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
、
老

齢
年
金
受
給
中
の
人
へ
「
公
的
年
金
等

の
源
泉
徴
収
票
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

年
金
の
他
に
収
入
が
あ
る
な
ど
の
理
由

で
確
定
申
告
を
す
る
際
に
、
こ
の
源
泉

徴
収
票
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※�

遺
族
年
金
、
障
害
年
金
に
は
税
金
が

か
か
ら
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
を
受
け

て
い
る
人
に
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

【 

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に
加
入
】

　
国
民
年
金
は
、
老
後
や
い
ざ
と
い
う

と
き
の
生
活
を
現
役
世
代
み
ん
な
で
支

え
よ
う
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組

み
で
す
。
若
い
と
き
に
公
的
年
金
に
加

入
し
保
険
料
を
納
め
続
け
る
こ
と
で
、

年
を
取
っ
た
と
き
や
病
気
や
け
が
で
障

が
い
が
残
っ
た
と
き
、
家
族
の
働
き
手

が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
年
金
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

◉
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　
国
民
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で

の
人
が
加
入
し
て
保
険
料
を
納
め
る
制

度
で
す
。
国
が
責
任
を
持
っ
て
運
営
す

る
た
め
安
定
し
て
い
て
、
年
金
の
給
付

は
生
涯
に
わ
た
っ
て
保
証
さ
れ
ま
す
。

◉
老
後
の
た
め
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　
老
後
の
老
齢
年
金
の
他
、
病
気
や
事

故
で
障
が
い
が
残
っ
た
と
き
に
受
け
取

れ
る
障
害
年
金
や
、
加
入
者
が
死
亡
し

た
場
合
、
そ
の
加
入
者
に
よ
り
生
計
を

維
持
さ
れ
て
い
た
遺
族
（
子
ど
も
の
い

る
配
偶
者
や
子
ど
も
）
が
受
け
取
れ
る

遺
族
年
金
も
あ
り
ま
す
。

◉
学
生
納
付
特
例
制
度

　
大
学
や
高
校
な
ど
の
学
生
・
生
徒
は

一
般
的
に
所
得
が
少
な
い
た
め
、
所
得

が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で

す
。

◉
納
付
猶
予
制
度

　
学
生
を
除
く
50
歳
未
満
の
人
で
、
本

人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
に
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

問 

い
合
わ
せ
先　
桐
生
年
金
事
務
所
☎

(44)
２
３
１
１
（
自
動
音
声
案
内
に
従

い
「
２
」
を
選
択
後
、
再
度
「
２
」

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
）

【
自
宅
で
確
定
申
告
】

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
画
面

の
案
内
に
沿
っ
て
金
額
な
ど
を
入
力
す

る
だ
け
で
申
告
書
の
作

成
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に
よ

る
送
信
、
印
刷
が
で
き

ま
す
。

【
令
和
６
年
分
確
定
申
告
会
場
】

　
所
得
税
・
個
人
消
費
税
・
贈
与
税
の

確
定
申
告
会
場
を
開
設
し
ま
す
。
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
用
し
て
申
告
書
を

作
成
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

期  

間　
２
月
17
日
㈪
～
３
月
17
日
㈪

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く

時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時

※
午
前
９
時
相
談
対
応
開
始

会
場　

桐
生
税
務
署
４
階�

会
議
室

※��

入
場
に
は
、
当
日
配
布
ま
た
は
国
税

庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア

　
カ
ウ
ン
ト
か
ら
事
前

　
に
取
得
し
た
入
場
整

　
理
券
が
必
要
で
す
。

※�

入
場
整
理
券
の
状
況
に
よ
り
、
午
後

４
時
前
に
相
談
受
付
を
終
了
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

持 

参
す
る
物　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

と
登
録
し
た
パ
ス
ワ
ー
ド
（
数
字
４

桁
と
英
数
字
６
～
16
桁
の
両
方
）
の

分
か
る
物

【
２
月
14
日
㈮
以
前
は
電
話
予
約
で
】

　
１
月
６
日
㈪
か
ら
２
月
14
日
㈮
ま
で

の
間
は
、
税
務
署
内
に
確
定
申
告
会
場

が
あ
り
ま
せ
ん
。
申
告
相
談
を
希
望
す

る
場
合
は
、
事
前
に
電
話
予
約
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
書
面
で
提
出
す
る
場
合
】

　

令
和
７
年
１
月
以
降
は
、
確
定
申
告

書
な
ど
の
控
え
に
収
受
日
付
印
の
押
印

を
行
い
ま
せ
ん
。
提
出
年
月
日
は
、
各

自
で
記
録
・
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
た
場
合
は
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
申
告
内
容

な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ
先　

桐
生
税
務
署
☎
(22)

３
１
２
１
（
自
動
音
声
に
従
い

「
２
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
）

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

入 

居
資
格　
現
在
住
宅
に
困
っ
て
い
る

人
、
世
帯
収
入
が
一
定
の
金
額
以
下

の
人
な
ど

※
連
帯
保
証
人
は
不
要
で
す
。

※
単
身
で
の
申
し
込
み
も
可
能
で
す
。

入 

居
可
能
日　
当
選
後
、
個
別
に
案
内

し
ま
す
。

募 

集
住
宅　
募
集
案
内
ま

　
た�

は
下
の
２
次
元
コ
ー

　

�

ド
か
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。�

申 

込
方
法　

申
込
用
紙
を
県
住
宅
供
給

公
社
へ
電
子
メ
ー
ル
ま
た
は
郵
送

申 

込
用
紙
・
募
集
案
内
配
布
場
所　

県

住
宅
供
給
公
社
、
県
民
セ
ン
タ
ー

（
県
庁
２
階
）
、
県
土
木
事
務
所
、

県
保
健
福
祉
事
務
所
、
市
役
所
な
ど

申
込
期
間　
２
月
１
日
㈯
～
15
日
㈯

問 

い
合
わ
せ
先　
県
住
宅
供
給
公
社
☎

０
２
７
（
２
２
３
）
５
８
１
１

　
令
和
６
年
12
月
28
日
か
ら
左
表
の
と

お
り
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

※�

最
低
賃
金
は
時
間
額
で
定
め
ら
れ
て

お
り
、
県
内
全
て
の
労
働
者
と
そ
の

使
用
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ
先　

群
馬
労
働
局
労
働
基

準
部
賃
金
室
☎
０
２
７
（
８
９
６
）

４
７
３
７

　
県
で
は
、
後
継
者
不
在
に
よ
る
廃
業

な
ど
を
防
ぐ
た
め
、
中
小
企
業
の
事
業

承
継
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
群
馬
県
特
設
ペ
ー
ジ
「
ミ
ラ

イ
マ
ッ
チ
ン
グ
」
に
、
事
業
の
歴
史
や

後
継
者
に
託
し
た
い
こ

と
、
募
集
条
件
な
ど
を

掲
載
し
、
全
国
か
ら
後

継
者
を
募
集
し
ま
す
。

対
象　
後
継
者
不
在
の
事
業
者

費
用　
無
料

問 

い
合
わ
せ
先　
県
地
域
企
業
支
援
課

☎
０
２
７
（
２
２
６
）
３
３
３
９
、

　
市
商
工
課
☎
(76)
１
９
３
８

　
県
で
は
、
交
際
相
手
や
配
偶
者
か
ら

の
暴
力
（
Ｄ
Ｖ
）
の
防
止
を
推
進
す
る

た
め
、
企
業
の
若
手
社
員
向
け
講
座
の

講
師
派
遣
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

時
間　
50
分
～
90
分
程
度

対
象　
県
内
の
企
業
、
団
体
な
ど

費
用　
無
料

問 

い
合
わ
せ
先　

県
生
活
こ
ど
も

課
男
女
共
同
参
画
室
☎
０
２
７

（
２
２
６
）
２
９
０
２

県
営
住
宅
２
月
定
期
募
集

ボ
ー
ト
レ
ー
ス
桐
生

開
催
日
程

 1月 【ナイターレース開催日】
 1/17・18・19・20・21・22・31
 2/1・2・3・4・5・13
 14・15・16・17・18 
 
 【主な場外】 
 1/23・24・25・26
 （ＰＧⅠ第６回ボートレースバトルチャンピオントーナメント 常滑）
 1/28・29・30・31・2/1・2
 （レディースVSルーキーズバトル 徳山） 
 
 【外向発売所】
 営業日につきましては、ボートレース桐生の
 ホームページをご確認ください。

 

群
馬
県
特
定
最
低
賃
金
が

改
定
さ
れ
ま
し
た

事
業
承
継
・
引
継
ぎ
支
援
事
業

ミ
ラ
イ
マ
ッ
チ
ン
グ

群馬県最低賃金
（地域別最低賃金）

1時間
985円

発効日
令和６年
10月４日

特
定
最
低
賃
金

製鋼・鉄素形材
製造業最低賃金

1時間
1,067円

発効日
令和６年
12月28日

一般機械器具
製造業最低賃金

1時間
1,056円

電気機械器具
製造業最低賃金

輸送用機械器具
製造業最低賃金

若
手
社
員
向
け

デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
防
止
啓
発
講
座

https://www.keisan.nta.go.jp/
https://line.me/R/ti/p/%40994gqzfc
https://www.gunma-jkk.or.jp/
https://batonz.jp/lp/mirai_matching/
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林
業
退
職
金
共
済
制
度
（
林
退
共
）

は
、
昭
和
57
年
に
発
足
し
た
林
業
界
で

働
く
人
の
た
め
に
国
が
作
っ
た
退
職
金

制
度
で
す
。
ま
だ
加
入
さ
れ
て
い
な
い

事
業
主
は
、
加
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
支
部
ま
た
は

本
部
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◦�

掛
金
は
、
税
法
上
に
お
い
て
法
人
で

は
損
金
、
個
人
企
業
で
は
必
要
経
費

と
な
り
ま
す
。

◦
掛
金
の
一
部
を
国
が
免
除
し
ま
す
。

◦�

事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退
職
金
は
企

業
間
を
通
算
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

◦�

以
前
林
退
共
制
度
に
加
入
し
て
い
た

人
で
、
退
職
金
請
求
手
続
を
し
て
い

な
い
人
は
、
退
職
金
を
受
け
取
っ
て

い
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ
先　
独
立
行
政
法
人
勤
労

者
退
職
金
共
済
機
構
林
業
退
職
金
共

済
事
業
本
部
☎
０
３
（
６
７
３
１
）

２
８
８
９　

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
職
業
訓
練
に

興
味
が
あ
る
人
を
対
象
に
毎
月
職
業
訓

練
説
明
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
無
料
で
職
業
訓
練
が
受
講
で
き
、
支

給
要
件
を
満
た
せ
ば
、
月
10
万
円
の
生

活
支
援
の
給
付
金
を
受
給
で
き
ま
す
。

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
職
業
訓
練

の
ほ
か
、
面
接
会
や
セ
ミ

ナ
ー
な
ど
の
情
報
も
配
信

し
て
い
ま
す
。

期 

日　
１
月
16
日
㈭
、
２
月
13
日
㈭
、

３
月
13
日
㈭

時
間　
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

会 

場
・
問
い
合
わ
せ
先　
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
桐
生
☎
（22）
８
６
０
９

【
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
講
座
】

　
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
基
本
操
作
や
ス

ラ
イ
ド
作
成
、
効
果
的
な
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
を
学
び
ま
す
。

期 

日　

２
月
14
日
㈮
～
３
月
14
日
㈮
の

金
曜
日
（
全
５
回
）

時
間　

午
前
10
時
～
正
午

対 

象　

マ
ウ
ス
の
操
作
や
文
字
入
力
が

で
き
る
人

定
員　

16
人
（
先
着
順
）

受
講
料　

６
６
０
０
円

テ
キ
ス
ト
代　

１
３
２
０
円

申
込
期
間　
１
月
９
日
㈭
～
29
日
㈬

受 

付
時
間　

午
前
９
時
～
正
午
、
午
後

０
時
45
分
～
５
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
休
み

会  

場
・
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

�

桐
生
市
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
☎
（54）

２
１
０
１

　
放
送
大
学
は
、
10
代
か
ら
90
代
ま
で

の
幅
広
い
世
代
の
学
生
が
、
大
学
卒
業

や
学
び
の
楽
し
み
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

目
的
で
学
ん
で
い
ま
す
。

　
心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・
文

学
・
情
報
・
自
然
科
学
な
ど
３
０
０
以

上
の
授
業
科
目
が
あ
り
、
テ
レ
ビ
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
１
科
目
か
ら
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。

出 

願
期
限　

第
１
回
…
２
月
28
日
㈮
、

第
２
回
…
３
月
11
日
㈫

問 

い
合
わ
せ
先　
放
送
大
学
群
馬
学
習

セ
ン
タ
ー
☎
０
２
７
（
２
３
０
）

１
０
８
５

消費生活センターからのお知らせ消費生活センターからのお知らせ
訪問購入に注意してください！！
　訪問購入とは、消費者の家に事業者が訪問し、
貴金属などを買い取るものです。売るつもりがな
い貴金属の売却を迫られても、見せずに断りま
しょう。依頼していない事業者が突然訪問して買
い取りをすることは法律で禁止されています。突
然の訪問があった場合はきっぱりと断り、家に入
れないようにしましょう。しつこい勧誘がある場
合や帰らない場合は警察に通報してください。訪
問購入は条件を満たせばクーリング・オフができ
ます。困ったときにはご相談ください。
みどり市消費生活センター　☎ (76)0987
相談時間　平日午前９時～午後４時
専門の相談員が問題解決のお手伝い
をします。お気軽にご相談ください。

消費者庁消費者ホットライ
ン 188 イメージキャラク
ター　イヤヤン

【 

２
月
の
介
護
予
防
教
室
】

　

65
歳
以
上
で
会
場
ま
で
来
ら
れ
る
人

が
対
象
で
す
。

◉
大
間
々
地
区
《
い
き
い
き
教
室
》

期 

日
・
会
場　
２
月
4
日
㈫
…
い
き
い

き
セ
ン
タ
ー
、
14
日
㈮
…
福
岡
記
念

館
、
20
日
㈭
…
神
梅
公
民
館
、
28
日

㈮
…
多
世
代
交
流
館

時
間　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

問 

い
合
わ
せ
先　

市
社
会
福
祉
協
議
会

大
間
々
支
所
☎
（72）
４
０
５
５　

◉
東
地
区
《
遊
ビ
リ
サ
ロ
ン
》

期 

日
・
会
場　

２
月
５
日
㈬
…
沢
入
、

６
日
㈭
…
小
夜
戸
、
７
日
㈮
…
花
輪

３
区
、
13
日
㈭
…
花
輪
１
区
、
17
日

㈪
…
草
木

時
間　
午
後
１
時
30
分
～
３
時

問 

い
合
わ
せ
先　

市
社
会
福
祉
協
議
会

東
支
所
☎
（97）
２
８
２
８

【 

心
身
障
が
い
者
療
育
訓
練
事
業
】

　

知
的
障
が
い
の
あ
る
人
た
ち
の
社
会

参
加
の
促
進
や
生
活
訓
練
な
ど
を
目
的

と
し
た
バ
ス
旅
行
を
実
施
し
ま
す
。

期 

日　

３
月
１
日
㈯

時
間　
午
前
９
時
～
午
後
５
時（
予
定
）

場 

所　

い
わ
ふ
ね
フ
ル
ー
ツ
パ
ー
ク

（
イ
チ
ゴ
狩
り)

、コ
コ・フ
ァ
ー
ム・

ワ
イ
ナ
リ
ー
（
昼
食
、
ワ
イ
ナ
リ
ー

見
学
）、
道
の
駅
ど
ま
ん
な
か
た
ぬ

ま
（
足
湯
、
買
い
物
な
ど
）

対 

象　

市
内
在
住
の
知
的
障
が
い
の
あ

る
人
と
そ
の
保
護
者

定
員　
40
人
（
先
着
順
）

 

参
加
費　
３
６
０
０
円

申 

込
期
間　

１
月
７
日
㈫
～
２
月
14
日
㈮

申 

込
・
問
い
合
わ
せ
先　

市
社
会
福
祉

協
議
会
本
所
☎
（76）
４
１
１
１

　

軽
油
に
課
さ
れ
る
軽
油
取
引
税
は
、

農
業
に
使
用
す
る
場
合
な
ど
は
あ
ら
か

じ
め
手
続
き
を
行
う
こ
と
で
免
除
さ
れ

ま
す
。

対 

象　
ほ
場
の
耕
う
ん
、
栽
培
管
理
な

ど
、
農
業
者
が
農
作
業
を
行
う
際
に

使
用
す
る
機
械
の
燃
料
と
し
て
使
用

す
る
軽
油

申 

請
方
法　
①
太
田
行
政
県
税
事
務
所

な
ど
で
「
免
税
軽
油
使
用
者
証
」
と

「
免
税
証
」
の
交
付
申
請
を
行
い
、

交
付
を
受
け
る
②
交
付
さ
れ
た
「
免

税
証
」
を
給
油
時
に
指
定
し
た
ガ
ソ

リ
ン
ス
タ
ン
ド
へ
提
出
し
、
免
税
軽

油
を
購
入
・
使
用
③
使
用
後
、
伝
票

や
領
収
書
を
添
え
て
、
数
量
な
ど
を

太
田
行
政
県
税
事
務
所
へ
報
告

※�

申
請
に
は
「
耕
作
証
明
書
」
や
使
用

す
る
農
業
用
機
械
の
確
認
書
類
な
ど

が
必
要
で
す
。

申
請
場
所
・
日
時

◦�

太
田
行
政
県
税
事
務
所
…
２
月
３
日

㈪
～
20
日
㈭　
午
前
８
時
30
分
～
午

後
４
時

◦�

新
田
み
ど
り
農
業
協
同
組
合
本
店
…

２
月
10
日
㈪　
午
後
１
時
30
分
～
３

時
30
分

◦�

桐
生
合
同
庁
舎
…
２
月
17
日
㈪　
午

後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

問 

い
合
わ
せ
先　

太
田
行
政
県
税
事

務
所
☎
０
２
７
６
（31）
３
２
６
１
、

東
部
農
業
事
務
所
☎
０
２
７
６
(31)

３
８
２
４

　
県
立
森
林
公
園
「
お
う
ら
の
森
」
で

は
、
家
庭
で
の
緑
化
を
推
進
す
る
た
め

に
緑
化
講
座
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
基
本
的
な
夏
野
菜
の
育
て

方
に
つ
い
て
の
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

期
日　
２
月
20
日
㈭

時
間　
午
前
10
時
～
正
午

会 

場　

県
立
森
林
公
園
「
お
う
ら
の

森
」
（
旧
群
馬
県
緑
化
セ
ン
タ
ー
）

定
員　
30
人
（
先
着
順
）

内 

容　
早
め
に
知
り
た
い
夏
野
菜
の
育

て
方

講 

師　
多
々
木
英
男
さ
ん
（
農
業
普
及

指
導
員
）

参
加
費　
無
料

持
参
す
る
物　
筆
記
用
具

申
込
期
間　
２
月
３
日
㈪
午
前
９
時
～

申 
込
・
問
い
合
わ
せ
先　
お
う
ら
の
森

（
旧
群
馬
県
緑
化
セ
ン
タ
ー
）
☎

０
２
７
６
(88)
７
１
８
８
ま
た
は
☎

０
２
７
６
(89)
０
７
８
２

社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
の

お
知
ら
せ

林
業
退
職
金
共
済
制
度

（
林
退
共
）
の
お
知
ら
せ

職
業
訓
練
（
ハ
ロ
ト
レ
）
説
明
会

放
送
大
学
４
月
入
学
者
募
集

農
業
用
免
税
軽
油

申
請
手
続
受
付
開
始

第
21
回
緑
化
講
座

桐
生
市
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

ＬＩＮＥ

https://line.me/R/ti/p/A1yGiLnSub



